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新型コロナウイルス感染症対策に伴う

管内小中学校の再開（分散登校からの実施）について（通知）

新型コロナウイルス感染症の対策について、これまでの臨時休校期間中のご対応について、

保護者の皆様におかれましてはご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

草津町としては、これまでの臨時休校期間中、「給食代替保護者支援事業」や「配布教材の

公費負担事業」等の措置を施し、各学校においても、家庭訪問や電話連絡、そして週一回程

度の課題提出日を設けるなどの対応によって児童生徒の支援を行ってきました。

このような中、今般、群馬県が示す新型コロナウイルスに係る「社会経済活動再開に向け

たガイドライン」における警戒度と行動基準のレベルが２に引き下がる見込みであることか

ら、管内小中学校の臨時休校の措置を解除し、『学校再開』を６月１日から行うことといたし

ましたのでお知らせいたします。

ただし、草津町としては、感染症対策の措置と児童生徒の健康面の配慮を優先させた上で、

児童生徒の学びの保障を行うこととし、“段階的な再開（分散登校からの開始）”を行ってい

くことといたしますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

つきましては、国や県の指導方針（学校再開ガイドライン）等に準じ、以下の事項につい

てお知らせしますので留意願います。

記

①基本的な感染症対策の措置

＊登校時の児童生徒の健康観察として、各学校にサーモカメラ（体表面温度監視装置）を

設置しました。入校時に測定し、熱があるとされた場合は、保健室にて非接触型検温器

にて測定し、お子さんたちの健康観察を行います。

＊消毒液（エタノール・次亜塩素酸水）については、寄付をいただいたものを含め、町とし

て、玄関をはじめ、各教室ごとに手指消毒が出来るよう配備しました。

＊ハンドソープ等についても寄付頂いた物品を含め、石鹸等も配備済みです。手洗いの際、

密集、密接しないよう、授業時間をずらすなどの授業割を組みます。

＊マスクについては既に配布いたしましたが、給食センター職員の手作り布マスクを中学



校に配備し、小学校においては国、県から配布された布マスク等を配備しました。

＊教職員等の学校関係者のマスクについては町から配布、配備しました。

＊保健室などで児童生徒の健康観察等にあたる場合、養護教諭等にはフェイスガードを用

意しました。

＊各ご家庭につきましては今後も登校前の検温などの健康観察について協力願います。こ

の時、３７度未満であっても平熱より高い時や体調不良の時は登校を見合わせて下さい。

②６月１日（月）～１２日（金）の期間は“分散登校・時差登校”となります

＊冒頭に示しましたとおり、感染症対策の措置と児童生徒の健康面の配慮を優先させた上

で、児童生徒の学びの保障を行うこととし、“段階的な再開”を行っていくことといたし

ます

＊よって、６月１日（月）からは全児童生徒が登校をしますが、当面（現時点では２週間

程度）の間は、各学校ともに４時間ずつの授業割となる予定です。おおまかには次のよ

うなスタートとなります。

・草津小学校については２グループに分けて１５分程度の時差・分散登校となります。

・草津中学校については午前、午後に分けての時差・分散登校となります。

・詳細は、各学校からの連絡（通知や各学校ホームページ）にてご確認下さい。

＊このため、当面の間、草津小学校における集団登校は行いません。各ご家庭、地域の方々

等と協力をし、安全な登校に努めて下さい。児童安全守り隊の方々には任意での協力を

お願いさせていただいております。

＊教室での机の配置については可能な限りの距離を置くよう配置しますが、学年クラスの

人数によっては他の広い部屋や、２教室に分散することもあります。

③６月１日からは学校給食を提供します

＊上記の分散登校にあっても学校給食は小学校・中学校ともに再開します。

＊ただし、リスク回避の対策として、配膳時間等を短縮するため献立の工夫を行い、当面

の間は簡易給食（パン等）の提供となりますのでご理解をお願いします。

＊給食時は、文部科学省の指導によって、間隔を空け、前を向き、静かに食するなどの対

応を取ります。状況によっては飛沫対策の強化を行います。

＊熱中症対策として、各ご家庭で水筒（水分）を用意し、持参いただく予定です。

④感染者が発生した場合等の対応

＊万一、児童生徒（教職員含む）に感染者が一人でも発生した場合は、小・中学校を直ちに

休校とし、感染拡大防止の措置を取ります。

６月中旬以降の日程等につきましては、群馬県の警戒度レベルや国等の状況を踏まえて判

断していきます。状況に変化がある場合には、町や各学校のホームページ、学校緊急メール

にてお知らせをさせていただきます。
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